
       参考資料２ 

秋田県内市町村の事務の共同処理の状況（平成25年 4月 1日現在）         

区 分 制度の根拠 制度の概要 設置数 

件 数 
設置等の状況 

協議会 自治法 

252 条の 2～

252条の 6 

別
法
人
の
設
立
を
要
し
な
い 

地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、

計画作成を行う。 

1 ◇秋田周辺広域市町村圏協議会 

（秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡４町村） 

機関等の共同設

置 

自治法 

252 条の 7～

252条の 13 

地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の

内部組織等を複数の地方公共団体が共同で設置。 

2 ◇潟上市南秋田郡介護認定審査会 

◇南秋田郡障害程度区分認定審査会 

事務の委託 自治法 

252条の14～

252条の 16 

地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地

方公共団体に委ねる。 

49 ◇公平委員会(39) 

（各市町村、一部事務組合等 → 県人事委員会） 

◇上小阿仁村 → 北秋田市(4) 

（介護認定、ごみ処理、消防、救急） 

◇大曲仙北広域市町村圏組合 → 大仙市・仙北市・美郷町(3) 

（火葬場使用許可） 

◇小坂町 → 十和田市・十和田地域広域事務組合(3) 

（小学校、中学校、学校給食） 

一部事務組合 自治法 

284 条～291

条､292 条～

293条の 2 

別
法
人
の
設
立
を
要
す
る 

地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理

するために設ける特別地方公共団体。 

19 ◇広域行政事務(5) （別紙1-1～5） 

◇防災(2)     （別紙2-1・2） 

◇環境衛生(6)   （別紙3-1～5） 

◇厚生福祉(2)   （別紙4-1・2） 

◇その他(4)    （別紙5-1～4） 

広域連合 自治法 

284条､285条

の2､291条の

2～293条の2 

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であ

ると認められる事務を処理するために設ける特別地方

公共団体。国又は都道府県から直接に権限や事務の移譲

を受けることができる。 

1 ◇秋田県後期高齢者医療広域連合 

計   72  



 

別紙 秋田県内の一部事務組合の設置状況 

注 ①：旧昭和町・旧飯田川町 ②：旧天王町 ③：旧二ツ井町 

区分 構成市町村 
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五
城
目
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八
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井
川
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大
潟
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利
本
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に
か
ほ
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大
仙
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仙
北
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美
郷
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横
手
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湯
沢
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羽
後
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東
成
瀬
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計 

広域 

行政 

事務 

1-1 鹿角広域行政組合 ○ ○                        ２ 

1-2 能代山本広域市町村圏組合      ○ ○ ○ ○                 ４ 

1-3 本荘由利広域市町村圏組合                 ○ ○        ２ 

1-4 大曲仙北広域市町村圏組合                   ○ ○ ○     ３ 

1-5 湯沢雄勝広域市町村圏組合                       ○ ○ ○ ３ 

防災 2-1 湖東地区行政一部事務組合            ①  ○ ○           ３ 

2-2 男鹿地区消防一部事務組合           ○ ②    ○          ３ 

環境 

衛生 

3-1 男鹿地区衛生処理一部事務組合           ○ ②              ２ 

3-2 八郎潟町･井川町衛生処理施設組合              ○ ○           ２ 

3-3 北秋田市周辺衛生施設組合    ○ ○ ③ ○                   ４ 

3-4 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合    ○ ○                     ２ 

3-5 大仙美郷環境事業組合                   ○  ○     ２ 

3-6 八郎湖周辺清掃事務組合           ○  ○ ○ ○ ○          ５ 

厚生 

福祉 

4-1 能代市山本郡養護老人ホーム組合      ○ ○ ○ ○                 ４ 

4-2 大仙美郷介護福祉組合                   ○  ○     ２ 

その 

他 

5-1 井川町･潟上市共有財産管理組合            ○   ○           ２ 

5-2 秋田県市町村総合事務組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 

5-3 秋田県市町村会館管理組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 

5-4 秋田県町村電算システム共同事業組合  ○   ○  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○     ○   ○ ○ 12 

計 ３ ４ ２ ４ ５ ５ ６ ５ ５ ２ ５ ６ ４ ６ ７ ５ ３ ３ ５ ３ ６ ２ ３ ４ ４  


